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１【提出理由】

　当社は、平成29年11月９日開催の当社取締役会において、子会社の設立を決議いたしました。

　当該子会社は当社の特定子会社に該当する可能性があるため、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開

示に関する内閣府令第19条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

 

（１）当該異動に係る特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内容

　①　名称　　　　：株式会社アプリックスマーケティング（仮称）

②　住所　　　　：東京都新宿区西早稲田二丁目20番９号（予定）

③　代表者の氏名：代表取締役　長橋　賢吾

④　資本金　　　：10百万円

⑤　事業の内容　：IoTソリューション事業、及び法人向け携帯電話販売事業等

 
（２）当該異動の前後における当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数及び当該特定子会社の総株主等の議決

権に対する割合

①　当社の所有に係る当該特定子会社の議決権の数

異動前：　 － 個

異動後：　 102個（予定）

②　総株主等の議決権に対する割合

異動前：　 － ％

異動後：　 51 ％

 
（３）当該異動の理由及びその年月日

①　異動の理由　：当社は、非中核事業である出版事業の子会社株式譲渡を実施し、また平成29年３月28日開催

の第32回定時株主総会における決議を以て新経営体制に移行する等、中核事業であるIoT

ソリューション事業により注力するための施策を積極的に行ってまいりましたが、

今般、光通信社との間で合弁会社を設立することにより、高い営業力を有する光通信社の

営業ノウハウや人材の提供を受けることによる当社IoTソリューションの更なる販路拡大及び

販売強化が可能となると判断したことから、光通信社との間で合弁会社の設立について

合意し、本日開催の当社取締役会で当該合弁会社の設立について決議いたしました。

 
②　異動の年月日：平成30年１月４日（予定）

 
以　上
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